
 

 

                       たじみ男女共同参画情報紙 

                                    ２０２６年（令和８年）６月 

                                        第４１号 

               共に生き、共に歩む 

 「たじみ男女共同参画情報紙 Ｔｏｇｅｔｈｅｒ」は、みなさまに男女共同参画に関する情報を提供すると 

共に、一緒に考え、作っていくみんなの情報紙を目指しています。あなたらしさ、わたしらしさ、個性が発揮で

きる社会、男女共同参画社会の実現に向け一緒に考えていきましょう。 

「共育（トモイク）プロジェクト」をご存じですか？ 

 「イクメン」という言葉は、聞かれたことがあるかもしれませんが、「共育（トモイク）」は、初

耳という方が多いと思います。 

 共働き世帯が多くなっているのに、長時間労働などにより家事や育児を１人で担っていかざるを

得ない状態も多く見られます。男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に

育てる」社会を目指す、これが国の進める「共育（トモイク）プロジェクト」です。 

 

その１ 育児休業をとれるのは、どんな人？ 

 育児休業をとれるのは、原則として、１歳になるまでの子どもを育てる男女従業員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2025 年の日本のジェンダー・ギャップ指数は調査対象１４８カ国中１１８位で、２０２４年

の調査と同じ順位でした。Ｇ７諸国では最下位であり、長年にわたり低水準となっています。 

 では、ジェンダー・ギャップ指数が低いとどうなるのでしょうか？ 

 そのひとつとして、男女の雇用に格差が広がるといわれています。賃金の格差や、男性の正規雇

用は８割以上に対し、女性の正規雇用は５割未満です。また結婚・出産・育児に関しても男性の協

力が得られるようになってきたとはいえ、まだ女性の負担が大きくなっています。 
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